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公募型プロポーザル方式に係る手続開始について（公告） 

次のとおりプロポーザル方式による企画提案書の提出を招請します。 

令和３年８月６日 

公立大学法人新潟県立大学 理事長  若 杉  隆 平 

１ 業務概要 

(1) 業 務 名 

  新潟県立大学新研究科設置事前調査支援業務 

(2) 業務内容 

  新潟県立大学において予定している新研究科の設置に係る事前調査支援業務 

(3) 履行期間 

  契約締結日～令和３年12月17日 

２ 企画提案書の提出者に要求される資格 

本企画提案に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。  

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（被保佐人、被補助人及び未成年者で必要

な同意を得ている場合を除く｡)でないこと。  

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規程による更生手続き開始の申立をした者又は同条第

２項の規定に基づく更生手続き開始の申立をされた者でないこと。  

(3) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規程による再生手続き開始の申立をした者又は同条第

２項の規程に基づく再生手続き開始の申立をされた者でないこと。  

(4) 次の事項に該当すると認められる場合で、その事実があった後２年を経過していない者でないこと。  

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正

の行為をした者。  

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者。  

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。  

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。  

オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者。  

カ ア～オのいずれかの事項に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に

当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。  

(5) (4)のア～カのいずれかの項目に該当する者を代理人として使用する者でないこと。  

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。  

(7) 過去に、研究科又は学部等設置認可申請に係るアンケートの実施を地方公共団体、国立大学法人法に規定

する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人、又は学校法人から受注した実績があるこ

と。  

(8) 業務の実施にあたり、新潟県立大学と業務方針や内容について十分な協議ができること。 

３ 企画提案書を特定するための評価基準 

(1) 組織評価 

 ・類似実績 

  ・実施体制 

(2) 企画提案内容評価 

   ・課題への理解度 

 ・企画提案内容の的確性 

・実施にあたっての取組方針 

  ・業務実施費用の適正さ 

(3) 当該業務への取組意欲 

４ 手続等 

(1) 担当部局 

新潟県立大学事務局企画課 

住所 〒950－8680 新潟市東区海老ケ瀬471番地 

ＴＥＬ 025－368－8224 
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ＦＡＸ 025－270－5173 

電子メール kikaku@unii.ac.jp 

(2) 説明書の配布期間、場所及び方法 

     令和３年８月６日（金）から令和３年８月16日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く｡) 

   新潟県立大学事務局企画課 

     住所 〒950－8680 新潟市東区海老ケ瀬471番地 

ＴＥＬ 025－368－8224 

午前８時30分から午後５時15分まで事務局１番窓口で交付する。 

    電子ファイルを希望する場合は(1)に記載の担当部局に請求すること。 

(3) 参加表明書の提出期間並びに提出場所及び方法 

     令和３年８月６日（金）午前８時30分から令和３年８月16日（月）午後５時15分まで 

（郵送の場合は令和３年８月16日（月）必着） 

     提出場所は(1)に同じ。 

     持参又は郵送（書留郵便に限る｡)すること。 

(4) 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

     令和３年８月30日（月)(郵送の場合は当日必着） 

     提出場所は(1)に同じ。 

     持参又は郵送（書留郵便に限る｡)すること。 

５ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否   要                         

(3) 関連情報を入手するための照会窓口 ４(1)に同じ。 

(4) 本業務の契約締結は、本手続きにより最優秀提案者として特定された者と行う予定である。 

    また、その者との間で契約締結に至らなかった場合は、次点として特定された者と契約の締結を行うこと

がある。 

(5) 詳細は説明書による。 
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